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は
じ
め
に

刑
法
の
解
釈
に
つ
い
て
最
高
裁
が
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
を
し
た
場
合
に
、
新
し
い
判
例
の
解
釈
を
当
該
被
告
人
に
適
用
す
る
こ

と
が
、
憲
法
三
九
条
前
段
の
事
後
法
の
禁
止
に
違
反
し
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
夫
の
妻
に
対
す
る
強
姦
罪
が
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
例
は
存
在
し
て
い
な
い
が

（
1
）

、
仮
定
の
話
と
し
て
、
現
在
の

最
高
裁
の
判
例
が
夫
婦
間
の
強
姦
に
つ
い
て
否
定
説
を
採
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
立
法
で
夫
婦
間
に
お
い
て
も
強
姦
罪
が
成

立
し
得
る
こ
と
を
定
め
た
場
合

（
2
）

、
こ
の
新
規
定
を
法
改
正
前
の
行
為
に
適
用
し
て
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
、
憲
法
三
九
条
前
段

に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
定
説
か
ら
も
、
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
て
妻
を
姦
淫
し
た
夫
に
は
、
暴
行
罪
な
い
し
脅
迫
罪
が
成
立

し
得
る
が
、
憲
法
三
九
条
前
段
の
事
後
法
の
禁
止
に
は
、
行
為
時
に
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
事
後
的
に
処
罰
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

論　
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行
為
時
に
犯
罪
で
あ
っ
た
行
為
を
事
後
的
に
よ
り
重
く
処
罰
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
最
高
裁
が
否
定
説
か
ら
肯
定
説
に
判
例
を
変
更
し
た
場
合
、
そ
の
新
判
例
を
判
例
変
更
前
に
行
わ
れ
た
行
為
（
判
例
変
更

を
行
う
当
該
事
件
の
被
告
人
）
に
適
用
し
て
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
変
更
の
場
合
に
も
憲
法
三
九
条
前

段
が
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張

さ
れ
て
い
る
が

（
3
）

、
判
例
（
最
判
平
成
八
・
一
一
・
一
八
刑
集
五
〇
巻
一
〇
号
七
四
五
頁
）
は
、
判
例
変
更
の
遡
及
適
用
を
認
め
、
河
合
伸
一
裁

判
官
の
補
足
意
見
は
違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

（
4
）

。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
連

邦
憲
法
の
事
後
法
の
禁
止
が
判
例
変
更
に
（
直
接
ま
た
は
間
接
に
）
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
連
邦
最

高
裁
の
判
例
に
は
重
要
な
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
は
日
本
国
憲
法
の
母
法
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は

判
例
法
の
国
で
あ
り
、
日
本
は
成
文
法
の
国
で
あ
る
が
、
日
本
の
刑
法
は
包
括
的
な
規
定
が
多
く
、
裁
判
所
の
判
例
が
重
要
な
機
能
を
果

た
し
て
い
る
点
で
、
判
例
法
国
に
近
い
面
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
参
照
す
る
価
値
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
刑
法
の
解
釈
に
関
し
て
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
を
遡
及
適
用
す
る
こ
と
の
可
否
に
関
す
る
ア
メ
リ

カ
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
紹
介
し
、
次
に
わ
が
国
に
お
け
る
刑
法
解
釈
の
判
例
変
更
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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二　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
変
更
と
事
後
法
の
禁
止

1　

判
例
変
更
へ
の
事
後
法
禁
止
の
適
用

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
九
節
第
三
項
は
、「
事
後
法
（ex post facto L

aw

）
は
、
制
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
同

第
一
〇
節
第
一
項
は
、
州
法
に
つ
い
て
同
様
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
。
事
後
法
の
禁
止
に
は
、
行
為
時
に
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
事
後

的
に
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
行
為
時
に
犯
罪
で
あ
っ
た
行
為
を
事
後
的
に
よ
り
重
い
犯
罪
で
あ
る
い
は
そ
の
法
定
刑

を
加
重
し
て
処
罰
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

（
5
）

。
連
邦
最
高
裁
は
、
伝
統
的
に
、
事
後
法
の
禁
止
は
制
定
法
に
限
ら
れ
、

被
告
人
に
不
利
益
に
判
例
を
変
更
す
る
判
決
の
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
き
た
が

（
6
）

、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
こ
の

よ
う
な
立
場
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
最
初
の
判
決
が
一
九
六
一
年
のJam

es

判
決
で
あ
る
。

Jam
es v. U

nited States, 366 U
S 213

（1961
）

事
案
は
、
組
合
の
職
員
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
組
合
の
金
員
を
横
領
し
、
そ
の
金
額
を
税
務
申
告
し
な
か
っ
た
た
め
、
内
国
歳
入
法
違

反
で
有
罪
と
な
り
三
年
の
自
由
刑
を
科
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、C

om
m
issioner v. W

ilcox,327 U
. S

. 404 

（1946

）
に
お
い
て
、
横
領
し
た
金
員
は
内
国
歳
入
法
の
課
税
対
象
に
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
た
。
本
判
決
は
、W

ilcox

判
決
を
変
更

し
て
、
横
領
し
た
金
員
も
課
税
対
象
と
な
る
と
判
示
し
た
が
、
結
論
と
し
て
、
被
告
人
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
、
公
訴
を
棄
却
す
る
よ
う

に
指
示
し
て
、
事
件
を
地
区
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
に
よ
る
法
廷
意
見
お
よ
び
意
見
（
ブ
レ
ナ
ン
判
事
、
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
が
同
調
）
は
、
ま
ず
、W

ilcox

判
決
の
六
年

七
一
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後
に
、R

utkin v. U
nited S

tates,343 U
. S

. 130

（1951

）
が
、
恐
喝
し
た
金
は
課
税
対
象
に
な
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
、W

ilcox
判
決
の
活
力
は
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
完
全
に
奪
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
両
判
決
の
前
か
ら
違
法
な
収
益
で
あ
っ
て
も
課
税
対
象
と
な
る
と

さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
、W

ilcox

判
決
は
誤
っ
て
い
る
の
で
、
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
レ
ン

長
官
は
、
内
国
歳
入
法
違
反
は
、
意
図
し
て
（w

illfully

）
申
告
し
な
か
っ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
犯
罪
と
な
ら
ず
、
行
為
時
にW

ilcox

判

決
が
あ
っ
た
以
上
、
意
図
の
要
件
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
申
立
人
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
、
公
訴
を
棄
却
す
べ

き
で
あ
る
と
し
た
（p221-222
）。

ハ
ー
ラ
ン
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意
見
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
判
事
が
同
調
）
は
、
判
例
変
更
に
賛
成
し
、
被
告
人
の
故
意
に

つ
い
て
新
た
な
裁
判
を
行
う
た
め
に
事
件
を
差
し
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
ク
ラ
ー
ク
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意
見
は
、

判
例
変
更
に
賛
成
し
た
上
で
、
申
立
人
は
、
意
図
的
に
収
入
を
申
告
し
な
か
っ
た
以
上
、
犯
罪
が
成
立
す
る
と
し
て
、
原
審
の
判
断
を
支

持
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意
見
（
ダ
グ
ラ
ス
判
事
が
同
調
）
は
、
判
例
変
更
に
反
対
し
、
判
例
を
変
更

す
る
な
ら
、
申
立
人
は
、
意
図
的
に
申
告
し
な
か
っ
た
以
上
、
有
罪
で
あ
る
と
す
る
。
ウ
ィ
ッ
タ
カ
ー
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意

見
（
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
が
同
調
）
も
判
例
変
更
に
反
対
す
る
。

結
局
、
六
人
の
裁
判
官
が
判
例
変
更
に
賛
成
し
て
判
例
が
変
更
さ
れ
た
が
、
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
公
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
法
廷
意
見
の
結
論
は
、
判
例
変
更
に
賛
成
す
る
が
行
為
者
の
故
意
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
三
人
の
裁
判
官
と
判
例
変
更

に
反
対
す
る
三
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
判
例
の
下
で
申
立
人
に
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
意
見
は
三

人
に
す
ぎ
ず
、
本
判
決
の
結
論
は
、
実
質
的
に
は
、
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
に
等
し
い
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る

（
7
）

。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
反

七
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対
意
見
が
批
判
す
る
の
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
、
判
例
変
更
を
支
持
す
る
三
人
の
裁
判
官
は
、
判
決
前
の
行
為
者

は
処
罰
で
き
な
い
が
、
判
決
後
の
行
為
者
は
処
罰
で
き
る
と
い
う
疑
問
の
あ
る
方
法
で
変
更
を
し
た
、
と
批
判
す
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
、

過
去
の
行
為
に
適
用
す
る
こ
と
が
不
公
正
で
不
正
義
な
刑
罰
法
令
の
解
釈
は
、
裁
判
所
に
よ
る
議
会
が
望
ん
で
い
な
い
犯
罪
の
創
造
で
あ

り
、
将
来
的
な
法
創
造
は
、
議
会
の
機
能
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
機
能
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（p 223-225

）。

Jam
es

判
決
で
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
判
例
変
更
へ
の
事
後
法
の
禁
止
の
適
用
は
、
三
年
後
のB

ouie

判
決
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
な

形
で
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Bouie v. City of Colum
bia,378 U

.S. 347 

（1964

）

事
案
は
、
サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
コ
ロ
ン
ビ
ア
市
に
あ
る
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
ー
で
の
、
人
種
差
別
に
抗
議
す
る
黒
人
学
生
に
よ
る
座

込
み
（sit-in

）
が
不
法
侵
入
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
ス
ト
ア
ー
で
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
利
用
が
白
人
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

の
旨
の
掲
示
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
件
申
立
人
で
あ
る
二
人
の
黒
人
学
生
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
っ
て
座
席
に
つ
い
た
が
、
店
員

か
ら
無
視
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
店
員
が
「
不
法
侵
入
禁
止
（no trespassing

）」
の
表
示
が
つ
い
た
チ
ェ
ー
ン
を
張
っ
た
が
、
二
人
は
静
か

に
座
り
続
け
た
の
で
、
店
長
は
、
警
察
に
電
話
し
て
、
二
人
を
排
除
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
警
察
が
到
着
し
た
後
、
店
長
は
二
度
、
二

人
に
立
ち
去
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
二
人
は
こ
れ
に
応
じ
ず
、
警
察
官
が
退
去
を
求
め
て
も
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
二
人
は
逮
捕
さ
れ
た
。

二
人
は
、
不
法
侵
入
罪
（crim

inal trespass

）
で
有
罪
と
な
っ
た
。
法
律
は
、
不
法
侵
入
を
、
侵
入
禁
止
の
告
知
を
受
け
た
後
、
他
人
の

土
地
に
侵
入
す
る
こ
と
、
と
定
義
し
て
い
た
が
、
州
最
高
裁
は
、
不
法
侵
入
に
は
、
告
知
を
受
け
た
後
に
侵
入
す
る
行
為
だ
け
で
な
く
、

退
去
を
求
め
ら
れ
た
後
に
滞
在
し
続
け
る
行
為
も
含
ま
れ
る
、
と
解
し
て
、
有
罪
判
決
を
是
認
し
た
。
申
立
人
ら
は
、
犯
罪
に
つ
い
て

七
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「
公
正
な
警
告
（fair w

arning

）」
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
適
正
手
続
に
反
す
る
等
の
主
張
を
し
て
上
告
を
申
し
立
て
た
。

ブ
レ
ナ
ン
判
事
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
判
決
を
破
棄
し
た
。

刑
罰
法
令
は
犯
罪
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
公
正
な
警
告
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
原
則
は
、
度
々
、
当
裁
判
所
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
公
正
な
警
告
を
受
け
る
権
利
は
、
法
律
の
曖
昧
な
文
言
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
法
律
の
厳
密
で
限

定
的
な
文
言
が
予
測
不
能
な
拡
張
解
釈
を
さ
れ
て
遡
及
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
る
（p 350-352

）。

刑
罰
法
規
の
予
測
不
能
な
拡
張
解
釈
の
遡
及
適
用
は
、
憲
法
第
一
条
第
一
〇
節
が
禁
止
す
る
事
後
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
働
く
。

事
後
法
は
、
行
為
時
に
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
犯
罪
と
し
、
あ
る
い
は
、
行
為
時
よ
り
も
加
重
さ
れ
た
、
ま
た
は
、
拡
張
さ
れ
た
犯
罪

と
す
る
こ
と
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
州
議
会
が
そ
の
よ
う
な
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
な
ら
、

州
最
高
裁
が
解
釈
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
罰
法
規
の
裁
判
所
に
よ
る
解

釈
が
、
行
為
前
に
存
在
し
た
法
令
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（unexpected and 

indefensible

）
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
遡
及
効
果
が
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
（p 353-354

）。

サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
申
立
人
に
公
正
な
警
告
を
与
え
て
い
な
い
。
州
最
高
裁
の
先
例
は
、
一
貫
し
て
、
侵
入
前
の
告
知
の

証
明
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
て
き
た
。
州
最
高
裁
が
こ
れ
と
異
な
る
先
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
民
事
の
不
法
侵
入
に
関
す
る
判

例
に
す
ぎ
な
い
（p 355-357

）。
州
最
高
裁
は
、
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
判
例
を
引
用
し
て
い
る
が
、
他
州
の
法
律
の
意
義
が
自
州

の
市
民
に
対
す
る
公
正
な
警
告
に
な
る
こ
と
は
極
め
て
稀
な
状
況
で
あ
り
、
本
件
で
そ
の
よ
う
な
状
況
は
存
在
し
な
い
（p 359-360

）。

ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
判
事
の
意
見
（
バ
ー
ガ
ー
長
官
が
同
調
）
は
、
法
廷
意
見
に
賛
成
す
る
と
と
も
に
、
本
件
同
様
、
人
種
差
別
に
反
対
す

る
座
込
み
を
不
法
侵
入
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
、B

ell v. M
aryland,378 U

. S
. 318 

（1964

）
に
お
い
て

（
8
）

、
同
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
〇
七
）

判
事
が
述
べ
た
平
等
原
則
違
反
の
理
由
に
よ
っ
て
も
破
棄
を
支
持
し
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
意
見
も
、B

ell

判
決
で
同
判
事
が
述
べ
た
平

等
原
則
違
反
の
理
由
に
よ
っ
て
破
棄
を
支
持
す
る
（p 363

）。

ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
反
対
意
見
（
ハ
ー
ラ
ン
判
事
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
が
同
調
）
は
、B

ell

判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
同
じ
よ
う
な
文
言
の

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
の
合
憲
性
を
認
め
て
お
り

（
9
）

、
本
件
の
法
律
も
違
憲
で
あ
る
ほ
ど
曖
昧
で
は
な
い
と
す
る
（p 367

）。

本
判
決
は
、
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
違
反
を
理
由
と
し
て
、
判
例
変
更
を
遡
及
適
用
し
た
州
最
高
裁
判
決
を
破
棄
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
理
由
付
け
に
お
い
て
、
立
法
に
よ
る
遡
及
処
罰
と
判
例
変
更
に
よ
る
遡
及
処
罰
を
同
視
し
て
い
る
点
で
、
実
質
的
に
は
、
事
後

法
禁
止
条
項
を
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
を
通
じ
て
州
に
適
用
し
た
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
次

の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

M
arks v. U

nited States, 430 U
.S. 188 

（1977

）

事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
申
立
人
は
連
邦
の
わ
い
せ
つ
物
運
搬
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
公
判
が
始
ま
る
前
に
、
最
高

裁
は
、M

iller v. C
alifornia, 413 U

. S
. 15

（1973
）
で
、
ハ
ー
ド
コ
ア
ポ
ル
ノ
を
修
正
一
条
の
保
護
か
ら
除
外
す
る
新
基
準
を
示
し
た
。

裁
判
に
お
い
て
申
立
人
は
、M

em
oirs v. M

assachusetts, 383 U
. S

. 413 

（1966

）
の
「
表
現
に
社
会
的
価
値
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い

え
な
け
れ
ば
保
護
さ
れ
る
」
と
の
基
準
に
基
づ
い
て
陪
審
に
対
す
る
説
示
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
地
区
裁
判
所
は
、

申
立
人
の
主
張
を
否
定
し
て
、M

iller

判
決
の
基
準
で
説
示
を
行
い
、
申
立
人
は
有
罪
と
な
っ
た
。
控
訴
裁
判
所
が
こ
れ
を
是
認
し
た
た

め
、
上
告
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。

パ
ウ
エ
ル
判
事
の
法
廷
意
見
は
、B

ouie

判
決
を
引
用
し
て
、M

iller

判
決
の
新
基
準
を
申
立
人
に
不
利
に
遡
及
適
用
す
る
こ
と
は
、

七
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
〇
八
）

修
正
五
条
が
保
障
す
る
適
正
手
続
に
違
反
す
る
と
し
て
、
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
（
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
）。
法
廷
意
見
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

事
後
法
禁
止
条
項
は
立
法
府
の
権
限
に
対
す
る
制
約
で
あ
り
、
司
法
部
に
対
す
る
直
接
の
適
用
は
な
い
。
し
か
し
、
同
条
項
の
基
礎
に

あ
る
、
刑
罰
を
科
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
公
正
な
警
告
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
の
考
え
は
、
我
々
の
憲
法
的
自
由
の
概
念
の
基
本
で
あ

り
、
修
正
五
条
の
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
対
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。B

ouie

判
決
は
、「
刑
罰
法
規
の
司
法
に
よ
る
予
測

不
能
な
拡
張
が
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
る
と
、
憲
法
第
一
条
第
一
〇
章
が
禁
止
す
る
事
後
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
働
く
。
…
州
の
立
法

者
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
な
ら
、
州
最
高
裁
も
司
法
解
釈
に
よ
っ
て
ま
っ
た

く
同
じ
結
果
を
達
成
す
る
こ
と
を
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
」
と
判
示
し
た
。M

iller

判
決
がM

em
oirs

判
決
の
限
定
を

緩
和
し
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
効
果
は
、B

ouie

判
決
に
お
け
る
新
解
釈
と
同
様
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
新
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、M

iller

判
決
の
新
基
準
を
申
立
人
に
適
用
す
る
こ
と
は
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
許

さ
れ
な
い
（p 192-193

）。

2　

連
邦
最
高
裁
の
新
判
例
│R

ogers

判
決

B
ouie

判
決
、M

arks

判
決
と
続
い
て
き
た
判
例
の
流
れ
は
、
し
か
し
、
次
のR

ogers

判
決
で
変
更
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
は
、
事
後

法
禁
止
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
る
。
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
〇
九
）

R
ogers v. T

ennessee,532 U
.S. 451 

（2001

）

伝
統
的
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
一
年
一
日
以
内
に
被
害
者
が
死
亡
し
な
け
れ
ば
謀
殺
罪
は
成
立
し
な
い
と
い
う
一
年
一
日
ル
ー
ル
が
存
在

し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
も
同
様
の
原
則
が
認
め
ら
れ
て
き
た

（
10
）

。
し
か
し
、
科
学
・
医
学
の
進
歩
に
伴
い
、
同
ル
ー
ル
は
時
代
遅
れ
な
も

の
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
州
で
、
立
法
的
に
ま
た
は
司
法
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
生
じ
た
の

が
本
件
で
あ
る
。

申
立
人
は
、
被
害
者
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
、
約
一
五
ヶ
月
後
に
被
害
者
が
死
亡
し
た
。
申
立
人
は
、
一
審
で
第
二
級
謀
殺
罪
で
有
罪
と
な

り
、
控
訴
裁
判
所
は
、
本
件
行
為
前
に
施
行
さ
れ
て
い
た
量
刑
改
革
法
に
よ
っ
て
一
年
一
日
ル
ー
ル
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
と
判
示
し
て
有

罪
判
決
を
是
認
し
た
。
テ
ネ
シ
ー
州
最
高
裁
は
、
控
訴
審
の
判
断
を
否
定
し
た
が
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
の
根
拠
は
現
在
で
は
存
在
し
て
い

な
い
と
し
て
、
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
、
申
立
人
の
有
罪
判
決
を
是
認
し
た
。

オ
コ
ン
ナ
ー
判
事
の
法
廷
意
見
（
レ
ー
ン
キ
ス
ト
長
官
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
判
事
、
ス
ー
タ
ー
判
事
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
判
事
が
同
調
）
は
、
新
判
例
の

遡
及
適
用
は
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
の
申
立
人
の
主
張
を
否
定
し
て
、
州
最
高
裁
判
決
を
支
持
し
た
。
オ
コ
ン
ナ
ー
判
事
の
法
廷

意
見
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

事
後
法
禁
止
条
項
は
、
立
法
府
の
権
限
の
制
限
で
あ
り
、
司
法
部
に
対
す
る
直
接
適
用
は
な
い
。B

ouie

判
決
は
、
刑
罰
法
令
の
解
釈

が
行
為
前
に
存
在
し
た
法
令
を
参
照
す
る
こ
と
で
予
測
不
可
能
か
つ
擁
護
不
能
で
あ
る
場
合
に
遡
及
適
用
で
き
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

州
裁
判
所
の
解
釈
が
法
律
の
明
白
な
文
言
と
明
ら
か
に
齟
齬
し
、
先
例
の
支
持
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
公
正
な
警
告
の
原
則
に
反

す
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、B

ouie

判
決
の
判
示
に
は
、
申
立
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
読
め
る
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

傍
論
で
あ
る
（p 457-459

）。
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
〇
）

事
後
法
禁
止
条
項
を
適
正
手
続
規
定
を
通
じ
て
裁
判
所
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
明
確
な
憲
法
の
文
言
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
立
法
と
法
解
釈
と
の
間
の
制
度
的
・
文
脈
的
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
申
立
人
は
、
州
裁
判
所
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権

限
に
お
い
て
立
法
者
と
同
じ
法
制
定
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
事
後
法
禁
止
に
よ
る
立
法
者
の
権
限
の
制
限
を
正
当
化
す
る
の
と
同
種
類

の
政
治
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
さ
ら
さ
れ
得
る
と
主
張
す
る
が
、
裁
判
所
は
、
現
実
の
訴
訟
に
お
い
て
法
律
を
解
釈
す
る
だ
け
な
の
で
、
権

限
濫
用
の
機
会
は
立
法
者
よ
り
も
ず
っ
と
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
後
法
の
禁
止
を
司
法
の
意
思
決
定
に
導
入
す
る
こ
と
は
、
通
常

の
司
法
過
程
に
対
す
る
受
け
入
れ
が
た
い
制
約
と
な
る
。
特
に
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
判
断
に
対
す
る
事
後
法
禁
止
原
則
の
厳
格
な
適
用
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー
制
度
の
基
礎
で
あ
る
判
例
の
発
展
を
不
当
に
阻
害
す
る
で
あ
ろ
う
（p 460-461

）。

し
た
が
っ
て
、
刑
法
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
原
則
の
司
法
的
変
更
は
、「
行
為
前
に
示
さ
れ
た
法
律
を
参
照
す
る
こ
と
で
予
測
不
能
か
つ

擁
護
不
能
な
」
場
合
に
の
み
、
公
正
な
警
告
の
原
則
に
反
し
、
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
な
い
。
テ
ネ
シ
ー
州
裁
判
所
に
よ
る
一
年
一
日
ル
ー

ル
の
廃
止
は
予
測
可
能
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ル
は
時
代
遅
れ
の
も
の
と
広
く
見
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
大
多
数
の
州
で
、
立

法
的
ま
た
は
司
法
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
テ
ネ
シ
ー
州
に
お
い
て
も
、
行
為
者
の
犯
罪
の

時
点
で
、
同
ル
ー
ル
は
、
き
わ
め
て
あ
や
ふ
や
な
基
礎
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
謀
殺
罪
の
判
決
の
基
礎
と
さ
れ
た
こ
と

は
一
度
も
な
く
、
判
例
集
で
過
去
に
三
度
し
か
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
す
べ
て
傍
論
で
あ
る
（p 462-464

）。

以
上
の
法
廷
意
見
に
対
し
て
、
ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
次
の
よ
う
な
反
対
意
見
（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
、
ト
ー
マ
ス
判
事
が
同
調
、
ブ
レ

ア
ー
判
事
が
後
半
部
分
に
同
調
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。

B
ouie

判
決
の
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
立
法
者
に
適
用
さ
れ
る
原
則
は
、
裁
判
所
の
行
為
に
つ

い
て
は
適
正
手
続
条
項
に
含
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。B

ouie

判
決
と
そ
の
後
の
判
決
が
問
題
に
し
て
い
る
公
正
な
警
告
は
、
法
が
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
一
）

変
更
さ
れ
る
こ
と
の
告
知
で
は
な
く
、
行
為
時
に
何
が
犯
罪
と
な
る
か
に
つ
い
て
の
公
正
な
警
告
で
あ
る
。B

ouie

判
決
に
よ
れ
ば
、
予

測
不
可
能
で
擁
護
で
き
な
い
遡
及
的
変
更
だ
け
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
遡
及
的
変
更
が
悪
い
の
で
あ
る
。
法
改
正
が
立
法
者
に

よ
っ
て
事
前
に
告
知
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
事
後
法
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（p 468-470

）。
仮
に
、
法
廷
意
見
の
よ
う

に
予
測
可
能
性
を
害
す
る
場
合
に
の
み
判
例
変
更
の
遡
及
適
用
が
適
正
手
続
に
反
す
る
と
解
し
て
も
、
本
件
で
公
正
な
警
告
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
時
代
遅
れ
と
見
ら
れ
て
い
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
犯
罪
要
件
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
最
近
こ
の
問

題
を
検
討
し
た
大
多
数
の
州
が
廃
止
し
た
と
い
う
が
、
な
ぜ
廃
止
を
検
討
し
な
か
っ
た
州
を
計
算
に
入
れ
な
い
の
か
、
な
ぜ
多
く
の
州
が

立
法
に
よ
っ
て
変
更
し
、
司
法
的
に
廃
止
し
た
州
が
将
来
的
に
の
み
変
更
し
た
こ
と
を
計
算
に
入
れ
な
い
の
か
不
明
で
あ
る

（
11
）（p 478-479

）。

こ
の
他
、
法
廷
意
見
は
刑
法
を
遡
及
的
に
変
更
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
過
小
評
価
し
て
い
る
と
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
の
反
対
意
見

と
、
法
廷
意
見
の
判
断
枠
組
み
に
は
賛
成
す
る
が
、
申
立
人
が
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
た
と
い
う
結
論
に
は
反
対
す
る
ブ
ラ
イ
ア
ー
判

事
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。

3　

R
ogers

判
決
の
評
価

R
ogers

判
決
の
法
廷
意
見
は
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
検
討
し
た
二
三
法
域
が
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
こ
と
を
申
立
人
の
予
見
可

能
性
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
立
法

に
よ
る
変
更
で
あ
り
（
当
然
、
遡
及
適
用
は
で
き
な
い
）、
判
例
に
よ
っ
て
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
た
一
〇
法
域
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
判
例
変

更
を
遡
及
適
用
し
て
い
な
い
。
同
ル
ー
ル
の
遡
及
適
用
を
明
示
的
に
認
め
た
の
は
、B

ouie

判
決
以
前
に
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
は
実
体
法

で
は
な
く
証
拠
法
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
遡
及
適
用
を
認
め
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
最
高
裁
の
判
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る

（
12
）

。
ニ
ュ
ー

七
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
二
）

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
ミ
シ
ガ
ン
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
、
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、

ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
の
各
判
例
は
、
い
ず
れ
も
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
将
来
的
に
の
み
廃
止
し
、
当
該
事
件
の
被
告
人
に
適
用
す
る
こ
と

を
否
定
し
て
い
る

（
13
）

。

以
上
はR

ogers
判
決
が
出
る
前
の
状
況
で
あ
る
が
、R

ogers

判
決
後
も
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
最
高
裁
は
、
刑
事
責
任
の
遡
及
適
用

は
、
法
の
支
配
（rule of law

）
と
裁
判
所
の
法
に
対
す
る
忠
実
さ
を
損
な
い
、
司
法
の
イ
メ
ー
ジ
を
汚
す
も
の
と
見
ら
れ
得
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
不
遡
及
的
に
変
更
し
て
い
る

（
14
）

。

R
ogers

判
決
は
、
五
対
四
の
僅
差
の
判
決
で
あ
り
、
学
説
上
も
批
判
が
強
い
。
主
な
批
判
の
第
一
は
、
立
法
者
の
権
限
と
同
様
に
州

最
高
裁
の
権
限
も
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
す
るB

ouie

判
決
の
判
示
は
、
法
廷
意
見
が
い
う
よ
う
な
傍
論
で
は
な
く
、

反
対
意
見
が
い
う
よ
う
に
、
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
正
当
な
も
の
で
あ
り
、

R
ogers

判
決
は
、
実
質
的
に
はB

ouie

判
決
お
よ
びM

arks

判
決
を
変
更
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
批
判
の
第
二
は
、
事
後

法
の
禁
止
の
主
た
る
目
的
は
、
予
測
可
能
性
の
保
障
よ
り
も
、
法
の
支
配
の
確
保
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。R

ogers

判
決
後
に

出
さ
れ
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
最
高
裁
のP

icotte
判
決
も
、
法
の
支
配
の
確
保
を
強
調
し
て
、
判
例
変
更
を
遡
及
適
用
し
な
か
っ
た
。

批
判
の
第
三
は
、
法
廷
意
見
は
、
事
後
法
禁
止
原
則
の
厳
格
な
適
用
は
判
例
法
の
発
展
を
阻
害
す
る
と
す
る
が
、
判
例
を
将
来
的
に
変
更

す
る
こ
と
で
判
例
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
理
由
が
明
ら
か
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
15
）

。

そ
も
そ
も
、B

ouie

判
決
の
よ
う
に
事
後
法
の
禁
止
の
問
題
（
た
だ
し
、
州
に
対
し
て
は
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
を
通
じ
て
適
用
さ
れ

る
）
と
す
る
こ
と
とR

ogers

判
決
の
よ
う
に
適
正
手
続
の
問
題
と
す
る
こ
と
で
何
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
適
正
手
続
の
内
容
が
一
義

的
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
明
確
で
な
い
点
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

八
〇



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
三
）

る
。
ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
事
後
法
の
禁
止
の
問
題
だ
と
す
る
と
、
判
例
変
更
の
予
測
可
能
性
が
あ
っ
て

も
遡
及
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
改
正
が
事
前
に
予
告
さ
れ
て
い
て
も
（
さ
ら
に
言
え
ば
、
法
改
正
後
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
法
施
行

前
の
行
為
で
あ
れ
ば
）、
新
法
を
遡
及
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
適
正
手
続
の
問
題
だ
と
す
れ
ば
、

予
測
可
能
で
信
頼
の
侵
害
が
な
け
れ
ば
、
遡
及
適
用
は
許
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
事
後
法
の
禁
止
の
問
題
で
あ

れ
ば
、
そ
の
法
域
の
判
例
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
予
測
可
能
性
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
他
法
域
の
動
向
も
考
慮
し
て
判
断
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
柔
軟
な
判
断
が
可
能
に
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

4　

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
例
か
ら
の
示
唆

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
は
、B

ouie
判
決
に
よ
っ
て
、
事
後
法
の
禁
止
を
適
正
手
続
条
項
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に

よ
る
判
例
変
更
に
も
実
質
的
に
事
後
法
の
禁
止
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
し
た
。B

ouie

判
決
は
、
そ
の
後
、R

ogers

判
決
に
よ
っ
て

変
更
さ
れ
た
が
、R

ogers

判
決
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
評
判
が
悪
く
、
筆
者
もB

ouie

判
決
の
方
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。
ア
メ
リ
カ
連
邦

憲
法
と
違
っ
て
、
わ
が
国
の
憲
法
三
九
条
に
は
、
判
例
変
更
に
事
後
法
の
禁
止
を
適
用
す
る
こ
と
の
文
言
上
の
問
題
も
な
い
の
で
、

B
ouie

判
決
に
な
ら
っ
て
、
わ
が
国
で
も
判
例
変
更
に
事
後
法
の
禁
止
の
適
用
が
あ
り
、
不
遡
及
的
変
更
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る

こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る

（
16
）

。

そ
れ
で
は
、R

ogers

判
決
か
ら
学
ぶ
点
が
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
判
例
の
不
遡
及
的
変

更
と
い
う
手
法
が
定
着
し
て
お
り
、
こ
れ
を
憲
法
上
の
要
請
と
す
るB

ouie
判
決
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

わ
が
国
で
は
、
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
と
い
う
手
法
は
未
知
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
四
）

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
判
例
変
更
の
不
遡
及
適
用
の
問
題
を
国
民
の
予
測
可
能
性
の
保
障
と
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
適
正
手
続
保
障
の
内
容
と

す
る
、R

ogers

判
決
の
方
が
わ
が
国
に
は
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
批
判
さ
れ
て
い
るR

ogers

判
決
も
、
わ

が
国
か
ら
す
れ
ば
参
照
す
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
17
）

。

も
ち
ろ
ん
、
適
正
手
続
と
事
後
法
禁
止
は
考
え
方
と
共
通
し
て
い
る
し
、
事
後
法
禁
止
と
区
別
さ
れ
た
適
正
手
続
の
内
容
も
明
確
な
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
適
正
手
続
の
問
題
と
し
て

扱
う
方
が
よ
り
柔
軟
な
処
理
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
通
説
の
よ
う
に
違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
扱
う
場
合
と
適

正
手
続
の
問
題
と
し
て
扱
う
場
合
の
違
い
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性
の
錯
誤
で
あ

れ
ば
、
個
々
の
行
為
者
の
旧
判
例
に
対
す
る
現
実
の
信
頼
が
問
題
に
な
る
の
に
対
し
て
、
適
正
手
続
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
国
民
の
旧
判
例

に
対
す
る
信
頼
と
新
判
例
の
内
容
に
対
す
る
予
測
可
能
性
が
問
題
と
な
る
こ
と

（
18
）

、
お
よ
び
、
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
れ
ば
、
一
般
に
法
定
刑

に
対
す
る
信
頼
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
適
正
手
続
で
あ
れ
ば
、
刑
の
重
さ
に
対
す
る
信
頼
も
問
題
と
な
り

得
る
こ
と
、
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
点
で
も
適
正
手
続
の
問
題
と
し
て
扱
う
方
が
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
節
で
は
、
わ
が
国
の
最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更
を
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　

日
本
の
最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更

1　

最
高
裁
判
例
の
変
更

最
高
裁
の
判
例
変
更
に
つ
い
て
は
、
西
野
喜
一
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
何
が
判
例
で
何
が
判
例
変
更
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か

八
二



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
五
）

で
は
な
い
が
、
同
研
究
に
よ
る
と
、
一
九
九
二
年
ま
で
の
最
高
裁
に
よ
る
明
示
的
判
例
変
更
は
民
事
一
七
件
、
刑
事
二
〇
件
、
黙
示
的
判

例
変
更
は
民
事
五
件
、
刑
事
六
件
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
刑
事
判
例
で
本
稿
が
対
象
と
す
る
刑
法
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
は
、
以
下
の

一
二
件
で
あ
る

（
19
）

（
被
告
人
に
不
利
な
判
例
に
は
末
尾
に
＊
を
付
し
た
）。

①
最
大
判
昭
和
三
二
年
一
〇
月
九
日
刑
集
一
一
巻
一
〇
号
二
四
九
七
頁
は
、「
外
国
と
み
な
さ
れ
て
い
た
地
域
に
対
す
る
貨
物
無
免
許

輸
入
の
罪
と
右
地
域
が
外
国
と
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
刑
の
廃
止
の
有
無
」
を
積
極
に
解
し
て
、
消
極
に
解
し
て
い
た
判
例

（
最
大
判
昭
和
三
〇
・
二
・
二
三
刑
集
九
巻
二
号
三
四
四
頁
等
）
を
変
更
し
た
。

②
最
大
判
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
六
日
刑
集
二
〇
巻
八
号
九
〇
一
頁
〔
全
逓
中
郵
事
件
〕
は
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
一
七
条

第
一
項
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
争
議
行
為
に
も
労
働
組
合
法
第
一
条
第
二
項
の
適
用
が
あ
る
と
判
示
し
て
、
最
二
判
昭
和
三
八
年
三
月

一
五
日
刑
集
一
七
巻
二
号
二
三
頁
を
変
更
し
た
。

③
最
大
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
五
日
刑
集
二
三
巻
七
号
九
七
五
頁
は
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
第
一
項
の
真
実
性
の
誤
信
に
つ
い
て
、
誤

信
し
た
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
名
誉
毀
損
罪
は
成
立
し
な
い
と
判
示
し
て
、
最
一
判
昭
和
三
四
年
五
月
七
日
刑
集
一
三
巻

五
号
六
四
一
頁
を
変
更
し
た
。

④
最
大
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
四
日
刑
集
二
五
巻
五
号
六
九
〇
頁
は
、
弁
護
士
法
七
二
条
本
文
は
、
弁
護
士
で
な
い
者
が
、
報
酬
を
得

る
目
的
で
、
業
と
し
て
法
律
事
務
を
取
り
扱
い
ま
た
は
周
旋
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
の
判
例
（
最
決
昭
和

三
九
・
二
・
二
八
刑
集
一
八
巻
二
号
七
三
頁
等
）
を
変
更
し
た
。

⑤
最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
刑
集
二
七
巻
三
号
二
六
五
頁
は
、
刑
法
二
〇
〇
条
は
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
判

示
し
、
従
前
の
判
例
（
最
大
判
昭
和
二
五
・
一
〇
・
二
五
刑
集
四
巻
一
〇
号
二
一
二
六
頁
等
）
を
変
更
し
た
。

八
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
六
）

⑥
最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
二
五
日
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
〔
全
農
林
警
職
法
事
件
〕
は
、
国
家
公
務
員
法
の
争
議
行
為
あ
お
り

罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
い
わ
ゆ
る
二
重
の
絞
り
論
を
採
用
し
た
最
大
判
昭
和
四
四
年
四
月
二
日
刑
集
二
三
巻
五
号
六
八
五
頁
〔
全
司

法
仙
台
事
件
〕
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑦
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
刑
集
二
八
巻
四
号
一
一
四
頁
は
、
酒
酔
い
運
転
と
業
務
上
過
失
致
死
は
併
合
罪
に
あ
た
る
と
判
示

し
、
最
決
昭
和
三
三
年
四
月
一
〇
日
刑
集
一
二
巻
五
号
八
七
七
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑧
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
刑
集
二
八
巻
四
号
一
五
一
頁
は
、
無
免
許
運
転
と
酒
酔
い
運
転
は
観
念
的
競
合
に
あ
た
る
と
判
示

し
、
最
判
昭
和
四
二
年
六
月
九
日
裁
判
集
刑
事
一
六
三
号
五
一
一
頁
を
変
更
し
た
。

⑨
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
刑
集
二
八
巻
四
号
一
六
八
頁
は
、
車
検
切
れ
車
両
の
運
転
と
無
免
許
運
転
は
観
念
的
競
合
に
あ
た

る
と
判
示
し
、
最
二
決
昭
和
四
〇
年
一
月
二
九
日
刑
集
一
九
巻
一
号
二
六
頁
を
変
更
し
た
。

⑩
最
大
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
一
日
刑
集
三
〇
巻
五
号
一
一
七
八
頁
〔
岩
手
学
テ
事
件
〕
は
、
地
方
公
務
員
法
の
争
議
行
為
あ
お
り
罪

の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
い
わ
ゆ
る
二
重
の
絞
り
論
を
採
用
し
た
最
大
判
昭
和
四
四
年
四
月
二
日
刑
集
二
三
巻
五
号
三
〇
五
頁
〔
都
教
組

事
件
〕
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑪
最
大
判
昭
和
五
一
年
九
月
二
二
日
刑
集
三
〇
巻
八
号
一
六
四
〇
頁
は
、
報
告
義
務
違
反
と
救
護
義
務
違
反
は
観
念
的
競
合
に
あ
た
る

と
判
示
し
、
最
大
判
昭
和
三
八
年
四
月
一
七
日
刑
集
一
七
巻
三
号
二
二
九
頁
を
変
更
し
た
。

⑫
最
大
判
昭
和
五
二
年
五
月
四
日
刑
集
三
一
巻
三
号
一
八
二
頁
〔
全
逓
名
古
屋
中
郵
事
件
〕
は
、「
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第

一
七
条
第
一
項
違
反
の
争
議
行
為
に
は
、
労
働
組
合
法
第
一
条
第
二
項
の
適
用
は
な
い
」
と
判
示
し
て
、
前
掲
②
判
例
を
変
更
し
た

（
＊
）。

八
四



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
七
）

西
野
氏
の
研
究
以
後
の
判
例
変
更
は
一
件
あ
る
。

⑬
最
大
判
平
成
一
五
年
四
月
二
三
日
刑
集
五
七
巻
四
号
四
六
七
頁
は
、
横
領
後
の
横
領
を
肯
定
し
て
、
最
判
昭
和
三
一
年
六
月
二
六
日

刑
集
一
〇
巻
六
号
八
七
四
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

2　

大
審
院
判
例
の
変
更

大
審
院
判
例
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
西
野
氏
の
研
究

（
20
）

が
一
五
件
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
刑
法
に
関
す
る
も
の
は
、
以
下
の
九
件
で

あ
る
。

⑭
最
二
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
五
日
刑
集
八
巻
一
一
号
一
六
七
五
頁
は
、
金
銭
の
所
有
権
は
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
金
銭
の
占
有

の
移
転
と
共
に
移
転
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
金
銭
の
占
有
が
移
転
し
た
以
上
、
そ
の
占
有
移
転
の
原
由
た
る
契
約
が
法
律
上

無
効
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
金
銭
の
所
有
権
は
占
有
と
同
時
に
相
手
方
に
移
転
す
る
、
と
判
示
し
て
、
大
判
明
治
四
五
年
三
月
一
四
日
刑
録

一
八
輯
三
三
七
頁
を
変
更
し
、
金
銭
の
貸
付
け
に
つ
い
て
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
決
を
是
認
し
た
（
＊
）。

⑮
最
一
判
昭
和
三
〇
年
七
月
七
日
刑
集
九
巻
九
号
一
八
一
六
頁
は
、
明
治
三
八
年
法
律
六
六
号
一
条
所
定
の
法
定
刑
の
減
軽
方
法
は
刑

法
施
行
法
二
一
条
に
よ
り
旧
刑
法
の
加
減
例
の
規
定
に
従
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
現
行
刑
法
の
加
減
例
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
大
判

明
治
四
三
年
八
月
一
六
日
刑
録
一
六
輯
一
七
巻
一
四
五
七
頁
を
変
更
し
た
。

⑯
最
二
判
昭
和
三
二
年
九
月
一
三
日
刑
集
一
一
巻
九
号
二
二
六
三
頁
は
、
強
盗
利
得
罪
の
成
立
に
は
、
相
手
方
の
処
分
行
為
を
要
し
な

い
と
判
示
し
て
、
大
判
明
治
四
三
年
六
月
一
七
日
刑
録
一
六
輯
一
二
一
〇
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑰
最
二
判
昭
和
三
四
年
八
月
二
八
日
刑
集
一
三
巻
一
〇
号
二
九
〇
六
頁
は
、
法
律
に
反
し
て
担
保
に
供
し
た
自
己
の
国
鉄
公
傷
年
金
証

八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
八
）

書
を
欺
罔
手
段
を
用
い
て
交
付
さ
せ
た
行
為
に
つ
い
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
、
大
判
大
正
七
年
九
月
二
五
日
刑
録
二
四
輯
一
二
一
九
頁

を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑱
最
判
昭
和
三
五
年
三
月
一
日
刑
集
一
四
巻
三
号
二
〇
九
頁
は
、
郵
便
集
配
人
は
刑
法
上
の
公
務
員
で
あ
る
と
判
示
し
、
大
判
大
正
八

年
四
月
二
日
刑
録
二
五
輯
三
七
五
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑲
最
大
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
三
日
刑
集
二
〇
巻
六
号
六
二
三
頁
は
、
旧
衆
議
院
議
員
選
挙
法
一
一
二
条
一
項
に
関
し
て
、
選
挙
の
買

収
事
犯
に
お
い
て
、
金
銭
・
物
品
の
供
与
等
を
共
謀
し
た
者
相
互
の
間
で
、
そ
の
供
与
等
を
目
的
と
す
る
金
銭
・
物
品
の
授
受
が
行
わ
れ

て
も
、
交
付
ま
た
は
受
交
付
の
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
大
審
院
判
例
（
大
判
昭
和
一
二
・
六
・
二
二
刑
集
一
六
巻
九
八
三
頁
、
大

判
昭
和
一
二
・
七
・
九
刑
集
一
六
巻
一
一
九
五
頁
）
を
変
更
し
て
、
同
法
を
継
受
し
た
公
職
選
挙
法
二
二
一
条
一
項
五
号
の
交
付
ま
た
は
受
交

付
の
罪
の
成
立
を
認
め
た
（
＊
）。

⑳
最
大
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
日
刑
集
二
四
巻
七
号
三
九
九
頁
は
、
破
産
法
三
七
四
条
一
号
に
い
う
「
債
権
者
の
不
利
益
に
処
分
す
る

こ
と
」
と
は
、
債
権
者
全
体
に
絶
対
的
な
不
利
益
を
及
ぼ
す
行
為
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
は
こ
れ
に
あ
た

ら
な
い
と
判
示
し
、
大
判
昭
和
一
〇
年
三
月
一
三
日
刑
集
一
四
巻
四
号
二
二
三
頁
を
変
更
し
た
。

㉑
最
一
決
昭
和
五
〇
年
三
月
二
〇
日
刑
集
二
九
巻
三
号
五
三
頁
は
、
森
林
法
一
九
七
条
に
い
う
産
物
と
は
、
森
林
か
ら
産
出
す
る
一
切

の
物
を
い
い
、
岩
石
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
判
示
し
、
大
判
大
正
九
年
一
〇
月
一
九
日
刑
録
二
六
輯
七
二
三
頁
を
変
更
し
た
。

㉒
最
一
判
昭
和
五
七
年
三
月
一
一
日
刑
集
三
六
巻
三
号
二
五
三
頁
は
、
刑
法
五
六
条
一
項
に
い
う
「
其
執
行
ヲ
終
リ
…
タ
ル
日
ヨ
リ
五

年
内
」
と
は
、
受
刑
の
最
終
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
を
い
う
と
判
示
し
、
大
判
大
正
五
年
一
一
月
八
日
刑
録
二
六
輯

一
七
〇
五
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

八
六



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
九
）

以
上
の
他
に
、
筆
者
が
気
づ
い
た
も
の
と
し
て
、
次
の
三
件
が
あ
る
。

㉓
最
二
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
四
日
刑
集
九
巻
一
一
号
二
一
七
三
頁
は
、「
他
人
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
権
利
を
実

行
す
る
こ
と
は
、
そ
の
権
利
の
範
囲
内
で
あ
り
且
つ
そ
の
方
法
が
社
会
通
念
上
一
般
に
忍
容
す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
程
度
を
超
え
な

い
限
り
、
何
等
違
法
の
問
題
を
生
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
範
囲
程
度
を
逸
脱
す
る
と
き
は
違
法
と
な
り
、
恐
喝
罪
の
成
立
す
る
こ
と
が

あ
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
判
示
し
た
が
、
後
の
最
高
裁
判
決

（
21
）

は
、
同
判
決
に
よ
っ
て
大
審
院
判
例
が
変
更
さ
れ
た
と
し
て

い
る
（
＊
）。

㉔
最
大
判
昭
和
三
二
年
一
一
月
二
七
日
刑
集
一
一
巻
一
二
号
三
一
一
三
頁
は
、
両
罰
規
定
の
業
務
主
処
罰
に
つ
い
て
過
失
推
定
説
を
と

る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
過
失
不
要
説
を
と
っ
て
い
た
大
審
院
判
例
（
大
判
昭
和
一
七
年
九
月
一
六
日
刑
集
二
一
巻
四
一
七
頁
等
）

を
黙
示
的
に
変
更
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

㉕
最
二
判
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
八
日
刑
集
一
四
巻
一
三
号
一
七
一
三
頁
は
、
威
力
を
用
い
て
国
鉄
の
貨
車
運
行
業
務
を
妨
害
し
た
所

為
を
威
力
業
務
妨
害
罪
に
問
擬
し
た
原
判
決
は
正
当
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。
最
大
判
昭
和
四
一
年
一
一
月
三
〇
日
刑
集
二
〇
巻
九
号

一
〇
七
六
頁
は
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
な
い
と
し
た
大
審
院
判
例
（
大
判
大
正
四
・
五
・
二
一
刑
録
二
一
輯
六
六
三

頁
、
大
判
大
正
一
〇
・
一
〇
・
二
四
刑
録
二
七
輯
六
四
三
頁
）
は
変
更
さ
れ
た
と
し
て
い
る
（
＊
）。

西
野
氏
の
研
究
以
後
の
判
例
変
更
と
し
て
次
の
二
件
が
あ
る
。

㉖
最
判
平
成
一
五
年
三
月
一
一
日
刑
集
五
七
巻
三
号
二
九
三
頁
は
、
刑
法
二
三
三
条
に
い
う
信
用
に
は
、
人
の
支
払
能
力
又
は
支
払
意

思
に
対
す
る
社
会
的
な
信
頼
の
ほ
か
、
販
売
す
る
商
品
の
品
質
等
に
対
す
る
社
会
的
な
信
頼
が
含
ま
れ
る
と
し
て
大
審
院
判
例
（
大
判
大

正
五
・
一
二
・
一
八
刑
録
二
二
輯
一
九
〇
九
頁
、
大
判
昭
和
八
・
四
・
一
二
刑
集
一
二
巻
五
号
四
一
三
頁
）
を
変
更
し
た
（
＊
）。八

七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
〇
）

㉗
最
判
平
成
一
七
年
四
月
四
日
刑
集
五
九
巻
三
号
二
八
三
頁
は
、
人
を
恐
喝
す
る
目
的
で
監
禁
し
た
場
合
、
監
禁
罪
と
恐
喝
未
遂
罪
は

併
合
罪
に
な
る
と
し
て
、
大
判
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
四
日
刑
集
五
巻
一
〇
号
四
五
六
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

3　

判
例
変
更
の
評
価

最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更
の
多
く
は
被
告
人
に
有
利
な
も
の
で
あ
る
。
不
利
な
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
⑦
が
あ
る
が
、
罪
数
の
問
題
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
事
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
量
刑
に
つ
い
て
も
実

質
的
不
利
益
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
事
例
と
評
価
さ
れ
て
い
る

（
22
）

。
ま
た
、
⑥
⑩
⑫
は
、
短
期
間
に
判
例
変
更
を
す
る
こ
と
の
是
非
は
別
と
し

て
、
い
ず
れ
も
被
告
人
の
行
為
は
旧
判
例
の
前
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。

な
お
、
判
例
変
更
の
遡
及
適
用
を
認
め
た
前
掲
最
判
平
成
八
年
一
一
月
一
八
日
〔
岩
手
教
組
事
件
〕
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
河
合
補
足
意

見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
被
告
人
が
犯
行
に
及
ん
だ
の
は
昭
和
四
九
年
三
月
で
、
当
時
、
地
方
公
務
員
法
の
分
野
で
は
前
掲
最
大
判
昭
和

四
四
・
四
・
二
〔
都
教
組
事
件
〕
が
判
例
で
あ
っ
た
が
、
国
家
公
務
員
法
の
分
野
で
は
⑥
〔
全
農
林
警
職
法
事
件
〕
が
出
さ
れ
、「
都
教

組
事
件
判
例
の
基
本
的
な
法
理
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
、
同
判
例
も
い
ず
れ
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
」、

都
教
組
事
件
判
例
に
憲
法
三
一
条
の
保
護
に
値
す
る
国
民
の
信
頼
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
⑬
で
あ
る
が
、
先
行
す
る
横
領
罪
に
公
訴
時
効
が
成
立
し
て
い
る
事
案
で
あ
り
、
旧
判
例
を
限
定
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
判
例
変

更
を
し
な
く
と
も
処
罰
で
き
た
例
と
も
い
え
る

（
23
）

。
そ
の
意
味
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
侵
害
さ
れ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い

（
適
正
手
続
違
反
と
ま
で
は
い
え
な
い
）
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
高
裁
判
例
の
変
更
に
比
べ
て
、
大
審
院
判
例
の
変
更
に
は
、
被
告
人
に
不
利
な
変
更
が
多
く
、
全
部
で
一
〇
件
（
⑭
⑯
⑰
⑱
⑲
㉒
㉓
㉕

八
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）
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三
二
一
）

㉖
㉗
）
あ
る
。

ま
ず
⑭
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、
判
例
変
更
が
な
け
れ
ば
被
告
人
が
無
罪
な
い
し
よ
り
軽
い
刑
で
済
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
事
案
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
被
告
人
に
不
利
な
変
更
で
は
な
い
と
評
し
て
お
り

（
24
）

、
賛
成
で
き
る
。

⑯
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、
適
法
な
行
為
を
突
然
違
法
と
す
る
よ
う
な
判
例
変
更
で
は
な
い
し
、
殺
人
未
遂
と
強
盗
殺
人
未
遂
と
で
法

定
刑
の
上
限
は
同
じ
で
あ
り
、
も
っ
と
軽
い
刑
で
済
む
と
思
っ
て
犯
行
に
及
ん
だ
と
い
う
事
情
も
本
件
で
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る

（
25
）

。
し

か
し
、
殺
人
未
遂
と
強
盗
殺
人
未
遂
で
は
量
刑
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
は
、
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い

と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
強
盗
利
得
罪
の
成
立
に
処
分
行
為
が
必
要
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
判
昭
和
六
年
五
月
八
日

刑
集
一
〇
巻
二
〇
五
頁
が
不
要
説
を
と
っ
て
、
実
質
的
に
明
治
四
三
年
判
例
を
変
更
し
て
い
る
の
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
を
問
題
に

す
る
余
地
は
な
い
事
例
と
言
え
る
。

⑰
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、「
こ
れ
ま
で
犯
罪
と
な
ら
な
か
っ
た
行
為
を
犯
罪
で
あ
る
と
宣
言
し
て
被
告
人
を
罪
に
問
う
た
も
の
で
あ

り
、
被
告
人
と
し
て
は
こ
れ
は
犯
罪
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
最
も
不
当
な
類
型
の
判
例
変
更
で
あ
る
と
思
う
」
と

す
る

（
26
）

。
も
っ
と
も
、
最
高
裁
は
、
す
で
に
、
最
二
判
昭
和
二
四
年
二
月
一
五
日
刑
集
三
巻
二
号
一
七
五
頁
お
よ
び
最
三
判
昭
和
二
四
年
四

月
一
一
日
刑
集
四
巻
四
号
四
二
八
頁
で
い
わ
ゆ
る
占
有
説
に
立
つ
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
の
で

（
27
）

、
判
例
が
な
い
分
野
で
実
質
的
な
判
例
変

更
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

前
述
し
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
の
判
例
が
、
遡
及
適
用
が
可
能
な
時
点
を
、
形
式
的
に
判
例
を
変
更
し
た
時
点
で
は
な
く
、
旧

判
例
に
対
す
る
疑
問
を
明
言
し
た
時
点
と
し
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑱
は
、
公
務
執
行
妨
害
罪
が
成
立
し
な
く
と
も
暴
行
に
よ
る
傷
害
罪
が
成
立
す
る
事
例
で
あ
り
、
実
際
に
も
公
務
執
行
妨
害
罪
と
傷
害

八
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第
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一
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年
十
月
）

（
三
二
二
）

罪
の
観
念
的
競
合
と
し
て
重
い
傷
害
罪
の
刑
で
処
断
さ
れ
て
お
り
（
懲
役
六
月
執
行
猶
予
三
年
）、
実
質
的
な
不
利
益
は
な
か
っ
た
事
例
で

あ
ろ
う
。

⑲
は
、
旧
判
例
で
は
不
可
罰
で
あ
っ
た
行
為
を
可
罰
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
す
す
ん
で
選
挙
資
金
の
供
与
が

行
わ
れ
、
交
付
お
よ
び
受
交
付
の
罪
の
大
部
分
は
供
与
罪
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
事
例
な
の
で
、
実
質
的
な
不
利
益
は
な
か
っ
た
事
例
と
考

え
ら
れ
る
。

㉒
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
で
あ
る
が
、
懲
役
三
月
で
あ
る
か
ら
、
不
当
な
不
利
益
を
被
っ
た
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る

（
28
）

。

㉓
は
、
大
審
院
判
例
は
、
恐
喝
罪
が
成
立
し
な
い
場
合
に
も
、
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
の
成
立
の
可
能
性
は
認
め
て
い
た
の
で
、
不
可
罰
の

行
為
を
可
罰
的
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
と
恐
喝
罪
で
は
、
罪
質
も
罪
の
重
さ
も
相
当
違
う
の
で
、
大
審
院
判
例
の

理
解
に
も
よ
る
が
、
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
判
例
変
更
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
は
、
恐
喝
罪
の
成
立
を
認
め
た
上
で
、
暴
行

罪
・
脅
迫
罪
の
法
定
刑
の
範
囲
内
で
量
刑
を
行
う
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㉕
の
一
審
判
決
は
、
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
て
お
り
、
大
審
院
判
例
で
は
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
た
行
為

が
可
罰
的
と
さ
れ
た
事
例
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
の
あ
る
判
例
変
更
と
い
え
る
。
し
か
し
、
本
件
の
原
判
決
（
福
岡
高
判
昭
和
三
一
・
六
・
二
九

高
刑
集
九
巻
七
号
六
七
一
頁
）
が
、「
現
業
傭
人
た
る
集
配
人
は
郵
便
電
信
及
び
電
話
官
署
現
業
傭
人
規
程
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
者
で
あ

る
が
、
職
員
で
な
い
か
ら
こ
れ
に
対
し
暴
行
を
為
し
以
て
そ
の
公
務
の
執
行
を
妨
害
し
た
る
と
き
は
、
刑
法
第
二
三
四
条
に
よ
り
業
務
妨

害
罪
を
構
成
す
る
が
、
同
法
第
九
五
条
の
公
務
執
行
妨
害
罪
は
構
成
し
な
い
と
す
る
大
審
院
判
例
（
大
正
八
年
四
月
二
日
判
決
二
五
輯
三
七
五

頁
）
も
あ
り
、
非
公
務
員
に
よ
る
公
務
の
執
行
に
際
し
て
は
、
威
力
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
是
認
し
て
い
る
。
従
つ
て
一
概
に
業
務
妨
害

九
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続
（
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伯
）

（
三
二
三
）

罪
に
い
う
『
業
務
』
中
に
公
務
は
包
含
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
公
務
が
業
務
に
含
ま
れ
な
い

と
の
判
例
の
射
程
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
適
正
手
続
に
違
反
す
る
程
度
に
侵
害
さ
れ
た
と
ま
で

は
い
え
な
い
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。

㉖
は
、
信
用
毀
損
罪
が
成
立
し
な
く
と
も
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
は
成
立
す
る
か
ら
（
実
際
に
も
偽
計
業
務
妨
害
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い

る
）、
行
為
者
の
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
を
害
し
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

㉗
は
、
罪
数
の
問
題
な
の
で
国
民
の
信
頼
の
保
護
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
事
例
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
審
院
判
例
の
変
更
に
つ
い
て
は
、（
適
正
手
続
違
反
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
）
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
と
は

い
え
な
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
大
審
院
の
判
例
は
、
最
高
裁
の
小
法
廷
限
り
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
（
29
）

、
高
裁
判
例
と
同
じ
位
置
づ
け
で
あ
る
か
ら
、
大
審
院
判
例
の
変
更
は
適
正
手
続
保
障
が
及
ぶ
判
例
変
更
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

（
30
）

。
刑
法
は
戦
前
と
戦
後
で
基
本
的
に
連
続
的
で
あ
り
、
刑
法
の
解
釈
に
つ
い
て
大
審
院
判
例
と
最
高
裁
判

例
を
分
け
る
理
由
は
な
い
と
い
う
考
え
も
あ
ろ
う
が
、
憲
法
が
変
わ
っ
て
、
司
法
の
権
限
が
強
化
さ
れ
、
裁
判
所
と
国
会
の
関
係
が
変
わ

れ
ば
、
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
保
護
も
異
な
っ
て
よ
い
、
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
適
正
手

続
に
よ
る
保
護
が
な
く
と
も
、
違
法
性
の
錯
誤
に
よ
る
個
別
的
免
責
は
可
能
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

筆
者
は
、
憲
法
三
九
条
前
段
の
事
後
法
の
禁
止
は
判
例
変
更
に
も
妥
当
す
べ
き
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
発
展
し
て
き
た
判
例
の
不
遡
及

九
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的
適
用
と
い
う
手
法
を
わ
が
国
に
も
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
判
例
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る

見
込
み
は
当
面
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
憲
法
三
一
条
の
適
正
手
続
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
適
正
手
続
に

反
し
な
い
判
例
変
更
の
仕
方
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

判
例
変
更
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
適
正
手
続
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
最
高
裁
判
所

が
、
あ
る
犯
罪
の
解
釈
に
つ
い
て
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
採
り
う
る
、
適
正
手
続
に
反
し
な
い
方
法
を
考

え
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
旧
判
例
の
下
で
も
当
該
犯
罪
で
有
罪
と
な
る
事
案
で
あ
れ
ば
、
判
例
変
更
を
行
っ
て
有
罪
と
し
て
も
、
適
正
手
続
に
違
反
す

る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
判
例
変
更
の
判
示
は
傍
論
に
す
ぎ
ず
、
判
例
変
更
の
不
遡
及
的
適
用
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
は
、
常
に
こ

の
点
が
批
判
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
裁
判
所
法
の
下
で
、
判
例
が
厳
密
な
意
味
で
の
法
的
拘
束
力
を
持
つ
の
は
当
該
事
件
に

限
ら
れ
て
お
り
、
後
の
判
例
が
こ
れ
に
従
う
か
ど
う
か
が
不
確
実
な
の
は
、
判
旨
で
あ
っ
て
も
傍
論
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
後
の
判

例
に
対
す
る
指
導
力
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
判
旨
か
傍
論
か
と
い
う
形
式
的
な
区
別
で
は
な
く
、
最
高
裁
判
所
が
そ
の
判
示
に
与
え
た

重
み
と
そ
の
説
得
力
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
判
例
変
更
の
判
示
は
、
そ
れ
が
傍
論
で
あ
っ
て
も
、
判
旨
と
同
程
度
の
指
導
力
を
持

ち
得
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
旧
判
例
の
下
で
は
当
該
犯
罪
で
有
罪
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
他
の
よ
り
軽
い
犯
罪
で
は
有
罪
に
で
き
る
場
合
で
あ
れ
ば
、

判
例
を
変
更
し
た
上
で
、
そ
の
軽
い
犯
罪
の
法
定
刑
の
範
囲
内
で
量
刑
を
す
れ
ば
、
適
正
手
続
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
前

節
で
見
た
よ
う
に
最
高
裁
に
よ
る
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
の
多
く
は
、
実
際
の
量
刑
に
お
い
て
は
不
利
に
な
っ
て
い
な
い
と
評
価
し

う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

九
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
五
）

第
三
に
、
旧
判
例
の
下
で
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
新
た
に
犯
罪
と
す
る
場
合
、
前
節
で
見
た
窃
盗
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
判
例
の

動
き
の
よ
う
に
、
判
例
変
更
が
不
要
な
事
例
に
お
い
て
旧
判
例
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
理
由
付
け
を
否
定
す
る
こ
と
で
将
来
の
判
例
変
更

を
示
唆
す
る
（
あ
る
い
は
実
質
的
に
判
例
を
変
更
す
る
）
こ
と
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
否
定
し
、
そ
の
後
、
判
例
変
更
の
必

要
な
事
案
に
お
い
て
判
例
変
更
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
め
ば
判
例
変
更
が
適
正
手
続
に
違
反
す
る
こ
と
は

な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
判
例
（
最
一
判
昭
和
四
五
・
一
・
二
九
刑
集
二
四
巻
一
号
一
頁
）
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
行
為
者
の
性
的
意

図
を
要
求
し
て
い
る
が
、
学
説
で
は
不
要
説
が
多
数
と
な
っ
て
い
る

（
31
）

。
最
高
裁
判
所
が
判
例
変
更
を
行
う
と
す
れ
ば
、
性
的
意
図
が
認
め

ら
れ
る
事
例
に
お
い
て
判
例
変
更
を
行
う
（
第
一
）、
性
的
意
図
が
認
め
ら
れ
な
い
事
例
に
お
い
て
判
例
変
更
を
行
い
強
要
罪
の
法
定
刑

の
範
囲
内
で
量
刑
を
行
う
（
第
二
）、
性
的
意
図
が
直
接
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
事
例
に
お
い
て
判
例
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
考
え
方
を
否
定
す
る
（
第
三
）
と
い
っ
た
方
法
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

船
山
泰
範
先
生
は
、
以
前
、「
来
る
二
一
世
紀
が
ど
ん
な
社
会
で
あ
っ
た
ら
よ
い
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
、『
差
別
と
偏
見
の
な

い
社
会
』
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
実
現
は
困
難
な
道
を
歩
む
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
刑
事
司
法
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
て

い
る
以
上
、
常
に
国
民
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
前
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た

（
32
）

。
本
稿
は
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
、

判
例
変
更
の
問
題
を
国
民
の
視
点
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
船
山
先
生
が
古
稀
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祝

い
し
て
、
本
稿
を
献
げ
た
い
。

九
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
六
）

（
1
） 

近
時
の
下
級
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
九
・
九
・
二
六
判
タ
一
二
六
八
号
三
四
五
頁
）
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
て
い

る
。
現
在
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
で
性
犯
罪
の
改
正
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
部
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
検
討
会
に
お
け
る

こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、「『
性
犯
罪
の
罰
則
に
関
す
る
検
討
会
』
取
り
ま
と
め
報
告
書
」
一
〇
頁
以
下
（
二
〇
一
五
年
）（http://

w
w
w
.m

oj.go.jp/content/001162249.pdf

）
参
照
。

（
2
） 

我
が
国
で
は
、
判
例
の
解
釈
を
変
更
す
る
立
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
法
が
活
発
に
行
わ
れ
て

い
る
。S

ee, W
illiam

 N
.E

skridge,Jr., O
verriding S

uprem
e C

ourt S
tatutory Interpretation, 76 G

E
O
. L

.J. 1361, 1366 

（1988

）; 

R
ichard L

. H
asen, E

nd of the D
ialogue? P

olitical P
olarization,T

he S
uprem

e C
ourt, and C

ongres, 86 S
.C

al.L
.R

ev.205

（2012

）, 

R
. C

hristiansen &
 W

illiam
 N

. E
skridge, Jr., C

ongressional O
verrides of S

uprem
e C

ourt S
tatutory Interpretation 

D
ecisions,1967-2011, 92 T

ex. L
. R

ev. 1317 

（2013-2014

）.

判
例
変
更
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
変
更
だ
け
で
な
く
、
立

法
に
よ
る
変
更
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

（
3
） 

学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
中
山
研
一
『
判
例
変
更
と
遡
及
処
罰
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
が
詳
し
い
。
判
例
変
更
に
も
事
後
法
禁
止
が

適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
小
暮
得
雄
「
刑
事
裁
判
の
規
範
的
効
力
」
北
法
一
七
巻
四
号
六
六
一
頁
（
一
九
六
七
年
）、
西
原
春
夫
「
刑
事

裁
判
に
お
け
る
判
例
の
意
義
」
団
藤
重
光
＝
斎
藤
寿
郎
監
修
『
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀　
刑
事
裁
判
の
課
題
』
三
一
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二

年
）、
金
沢
文
雄
「
罪
刑
法
定
主
義
の
現
代
的
課
題
」
中
山
研
一
ほ
か
編
『
現
代
刑
法
講
座
第
一
巻
』
九
六
頁
（
成
文
堂
、
一
九
七
七
年
）、
村
井
敏

邦
「
判
例
変
更
と
罪
刑
法
定
主
義
」
一
論
七
一
巻
一
号
四
七
頁
以
下
（
一
九
七
四
年
）、
寺
崎
嘉
博
「
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
に
お
け
る
判
例
変
更
の

法
的
機
能
」
Ｌ
Ｓ
三
六
号
一
三
八
頁
（
一
九
八
一
年
）、
高
橋
一
修
「
先
例
拘
束
性
と
憲
法
判
例
の
変
更
」
芦
部
信
喜
編
『
講
座
憲
法
訴
訟
第
三
巻
』

一
七
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）、
奥
村
正
雄
「
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
」
現
刑
三
一
号
四
七
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
拙
稿
『
刑
法
総
論
の
考
え

方
・
楽
し
み
方
』
二
〇
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）、
君
塚
正
臣
「
判
例
の
拘
束
力

│
判
例
変
更
、
特
に
不
遡
及
的
判
例
変
更
も
含
め
て
」

横
浜
法
学
二
四
巻
一
号
八
七
頁
以
下
（
二
〇
一
五
年
）
な
ど
参
照
。
さ
ら
に
、
田
中
英
夫
「
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
」
法
協
八
三
巻
七
・
八
号

一
〇
五
五
│
五
六
頁
（
一
九
六
六
）
参
照
。
な
お
、
河
上
和
雄
「
法
解
釈
の
変
遷
と
そ
の
限
界
」
判
タ
四
九
七
号
三
四
頁
（
一
九
八
三
年
）
は
、

「
実
体
法
上
は
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
な
が
ら
、
法
解
釈
の
変
遷
と
い
う
後
発
的
手
続
法
的
理
由
に
よ
り
処
罰
し
な
い
と
い
う
方
式
を
と
る
の

九
四



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
七
）

が
最
も
妥
当
な
解
決
と
思
わ
れ
、
む
し
ろ
免
訴
判
決
に
準
じ
た
実
態
関
係
的
形
式
判
決
に
よ
る
の
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

（
4
） 

違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
扱
う
見
解
と
し
て
、
鋤
本
豊
博
「
地
方
公
務
員
法
違
反
の
争
議
行
為
の
可
罰
性
（
下
）」
北
法
四
四
巻
六
号

一
九
三
三
頁
（
一
九
九
四
年
）、
萩
原
滋
『
罪
刑
法
定
主
義
と
刑
法
解
釈
』
二
三
一
│
三
二
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）、
髙
山
佳
奈
子
「
判
評
」

ジ
ュ
リ
一
一
三
二
号
一
六
三
頁
（
一
九
九
八
年
）、
前
田
雅
英
「
可
罰
的
違
法
性
と
判
例
の
不
遡
及
変
更
」
警
察
学
論
集
五
一
巻
九
号
一
九
六
頁

（
一
九
九
八
年
）、
安
田
拓
人
「
判
例
の
不
利
益
変
更
と
遡
及
処
罰
の
禁
止
」
森
本
益
之
ほ
か
編
『
大
野
眞
義
先
生
古
稀
祝
賀　
刑
事
法
学
の
潮
流
と

展
望
』
五
八
頁
（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
参
照
。

（
5
） C

alder v. B
ull, 3 D

all. 386, 390 

（1798

） （seriatim
 opinion of C

hase, J.

）.

（
6
） F

rank v. M
angum

,166 U
.S

.290,342

（1915

）.

ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
前
掲
注（
3
）一
〇
〇
七
頁
以
下
、
村
井
・
前
掲
注

（
3
）三
四
頁
以
下
、
萩
原
・
前
掲
注（
4
）二
二
八
頁
以
下
参
照
。

（
7
） 

村
井
・
前
掲
注（
3
）三
六
頁
は
、「
理
論
的
に
は
、
被
告
人
の
主
観
的
側
面
に
着
眼
し
て
、
個
別
的
に
判
例
の
不
遡
及
効
を
否
定
す
る
考
え
方

は
、
法
宣
言
説
に
な
じ
み
、
一
般
的
に
遡
及
効
を
否
定
す
る
考
え
方
は
、
法
創
造
説
に
な
じ
む
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
両
者
が
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
と
い
う
主
張
の
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

（
8
） B

ell

判
決
の
事
案
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
座
込
み
を
し
た
黒
人
が
、
人
種
を
理
由
に
退
去
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
メ
リ
ー
ラ

ン
ド
州
の
不
法
侵
入
罪
で
有
罪
と
な
っ
た
が
、
同
州
は
、
そ
の
後
、
人
種
を
理
由
に
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
し
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
判
事
の
法
廷
意
見
は
、
同
州
の
新
立
法
が
刑
の
廃
止
に
当
た
る
か
審
査
さ
せ
る
た
め
に
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
事

件
を
差
戻
し
た
が
（378 U

. S
. 239-41

）、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お
け
る
人
種
隔
離
は
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
平
等

原
則
に
違
反
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
黒
人
を
処
罰
す
る
こ
と
は
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
述
べ
（378 U

. S
. 260

）、
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
判
事

も
同
趣
旨
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
（378 U

. S
. 286

）。

（
9
） 

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
不
法
侵
入
罪
は
、
立
入
り
拒
否
の
告
知
を
受
け
た
後
に
「
土
地
に
立
入
り
ま
た
は
横
切
る
（enter upon or cross over 

the land

）」
こ
と
を
禁
止･

処
罰
し
て
お
り
、
申
立
人
は
、
こ
の
規
定
を
不
退
去
行
為
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
の
公
正
な
警
告
な
し
に
処
罰
す

九
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
八
）

る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
を
、「
曖
昧
ゆ
え
無
効
」
の
主
張
と
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
反
対
意
見
だ
け
が
と
り
あ
げ
、
禁
止
行
為

に
不
退
去
が
含
ま
れ
る
と
の
州
裁
判
所
の
解
釈
は
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
、
法
律
の
規
定
は
「
曖
昧
ゆ
え
無
効
」
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る

（378 U
. S

. 324-25

）。

（
10
） S

ee, L
ouisville, E

vansville, &
 S

t. L
ouis, R

.R
. C

o. v. C
larke, 152 U

.S
. 230, 239

（1894

）.

（
11
） 

ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
反
対
意
見
で
は
、
判
事
の
持
論
で
あ
る
「
原
意
主
義
」
に
基
づ
き
、
裁
判
所
は
「
法
」
を
発
見
す
る
だ
け
で
変
更
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
憲
法
起
草
時
の
考
え
で
あ
り
、
起
草
者
の
事
後
法
に
対
す
る
厳
し
い
考
え
が
、
法
廷
意
見
が
言
う
よ
う
に
、
立
法
府
に

だ
け
適
用
さ
れ
、
裁
判
所
の
権
限
に
対
す
る
伝
統
的
制
約
を
無
視
し
た
同
様
の
結
果
に
適
用
さ
れ
な
い
と
信
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
も
述
べ

て
い
る
（532 U

.S
. 477-478

）。

（
12
） C

om
m
onw

ealth v. L
add, 166 A

.2d 501 

（P
a.1960

）.

そ
の
他
、
フ
ロ
リ
ダ
州
控
訴
裁
判
所
の
判
決
（Jones v. D

ugger, 518 S
o. 2d 

295, 298 

（F
la. D

ist. C
t. A

pp. 1987

））
が
、
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
が
問
題
と
な
っ
た
人
身
保
護
令
状
事
件
に
お
い
て
、
一
年

一
日
ル
ー
ル
の
遡
及
的
廃
止
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
例
と
し
て
の
価
値
に
は
疑
問
が
持
た
れ
て
い
る
。
実
際
に
も
、
フ
ロ
リ

ダ
州
議
会
は
、
立
法
に
よ
っ
て
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
（F

la. S
tat. §

 782.035 

（2007

））。
ま
た
、
オ
ハ
イ
オ
州
最
高
裁
は
、
故
殺
罪
に

一
年
一
日
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
が
（S

tate v. S
andridge, 365 N

.E
.2d 898, 899 

（O
hio C

t. C
om

m
. P

leas 1977

））、

遡
及
適
用
は
問
題
と
し
て
い
な
い
の
で
、
も
と
も
と
故
殺
罪
に
は
同
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
13
） S

tate v. Y
oung, 390 A

.2d 556 

（N
.J.1978

）;Com
m
onw

ealth v. L
ew

is, 409 N
.E

.2d 771 

（M
ass.1980

）;People v. S
tevenson, 331 

N
.W

.2d 143 

（M
ich. 1982

）; S
tate v. P

ine, 524 A
.2d 1104 

（R
.I.1987

）;United S
tates v. Jackson, 528 A

.2d 1211 

（D
.C

.1987

）; S
tate 

v. V
ance, 403 S

.E
.2d 495 

（N
.C

. 1991

）;State v. G
abehart, 836 P

.2d 102 

（N
.M

. C
t. A

pp. 1992

）.

こ
れ
ら
の
判
決
の
な
か
で
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
が
、
判
例
の
新
基
準
を
適
用
す
る
時
点
を
、
実
際
に
判
例
変
更
を
し
た
判
決
の
時
点
で
は
な
く
、
同
裁
判
所
の
一
九
七
七

年
の
判
決
で
、
同
ル
ー
ル
に
対
す
る
疑
問
を
明
言
し
、「
適
当
な
時
期
が
来
た
際
に
は
、
裁
判
所
は
、
ル
ー
ル
の
正
当
化
根
拠
を
再
検
討
す
る
こ
と

を
遠
慮
し
な
い
」
と
述
べ
た
時
点
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
14
） S

tate v. P
icotte, 661 N

.W
. 2d 381 

（W
is.2003

）.

近
時
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
検
討
し
て
こ
れ
を
廃
止
し
な
か
っ
た
の
は
ア
ラ
バ
マ
州
最
高

九
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
九
）

裁
だ
け
で
あ
る
（E

x parte K
ey, 890 S

o. 2d 1056, 1067 

（A
la. 2003

））。
そ
の
批
判
と
し
て
、N

eil M
.B

. R
ow

e, T
he Y

ear-and-a-D
ay 

R
ule: A

 C
om

m
on L

aw
 V

estige T
hat H

as O
utlived Its P

urpose, 8 T
.G

. Jones L
. R

ev. 1 

（2004

）
参
照
。

（
15
） S

ee, e.g.,T
he S

uprem
e C

ourt 2001 T
erm

-L
eading C

ases, 115 H
arv.L

.R
ev.316,321-22 

（2001

）; B
rian R

. G
audet, Judicial 

T
yranny,44 S

.T
ex.L

.R
ev.645, 654-55,661

（2002

）; H
eyw

ard D
. A

rm
strong, R

ogers v. T
ennessee: A

n A
ssault on L

egality and D
ue 

P
rocess, 81 N

.C
. L

. R
ev. 317,332-334,339 

（2002

）; D
aniel Jam

es W
hite, E

x P
ost F

acto E
xpected: R

ogers v. T
ennessee and the 

P
erm

issible R
etroactive A

pplication of Judge M
ade L

aw
, 71 U

.C
in.L

.R
ev.1141,1159,1161-64

（2003

）.

（
16
） 

連
邦
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
州
刑
法
の
解
釈
に
連
邦
憲
法
を
適
用
す
る
た
め
に
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

わ
が
国
で
は
、
端
的
に
憲
法
三
九
条
前
段
の
問
題
と
す
れ
ば
た
り
る
。

（
17
） 

憲
法
三
一
条
の
適
用
を
示
唆
す
る
見
解
と
し
て
、
高
井
裕
之
「
判
評
」
法
教
二
〇
二
号
一
一
七
頁
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
18
） 

村
井
・
前
掲
注（
3
）四
八
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
一
般
的
な
国
民
の
信
頼
の
保
護
の
た
め
に
は
錯
誤
論
に
よ
る
解
決
は
十
全
な
方
法
で
は

な
い
」。

（
19
） 

西
野
喜
一
『
裁
判
の
過
程
』
一
七
〇
頁
以
下
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
20
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 

最
二
判
昭
和
三
九
年
六
月
二
六
日
裁
判
集
刑
事
一
五
一
号
五
一
七
頁
は
、
大
決
大
正
一
三
年
三
月
五
日
刑
集
三
巻
一
七
八
頁
は
、
当
裁
判
所
の

判
例
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
と
し
て
、
最
二
判
昭
和
二
六
年
六
月
一
日
刑
集
五
巻
七
号
一
二
二
二
頁
、
最
二
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
四
日
刑
集
九
巻

一
一
号
二
一
七
三
頁
、
最
三
判
昭
和
三
三
年
五
月
六
日
刑
集
一
二
巻
七
号
一
三
三
六
頁
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
昭
和
二
六
年
判
決
を
挙
げ
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
判
昭
和
四
〇
年
三
月
二
六
日
裁
判
集
刑
事
一
五
五
号
二
八
九
頁
は
、
大
判
大
正
二
年
一
二
月
二
三
日
刑

録
一
九
輯
一
五
〇
二
頁
を
変
更
し
た
判
例
と
し
て
、
後
の
二
つ
の
判
決
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
。

（
22
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
一
一
頁
参
照
。

（
23
） 

本
件
原
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
三
・
三
・
二
二
高
刑
集
五
四
巻
一
号
一
三
頁
）
は
、「
公
訴
時
効
の
完
成
と
か
、
そ
の
他
の
訴
訟
条
件
の
欠

如
や
責
任
能
力
の
欠
如
等
の
事
由
に
よ
り
、
犯
罪
（
横
領
罪
）
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
後
行
行
為
が
そ

九
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
〇
）

れ
自
体
と
し
て
犯
罪
（
横
領
罪
）
の
成
立
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
こ
れ
を
不
可
罰
的
事
後
行
為
と
す
る
こ
と
は
不
合
理
と
い

う
べ
き
で
あ
っ
て
、
後
行
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
先
行
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
事
案
に
つ

き
、
後
行
行
為
を
不
可
罰
的
事
後
行
為
と
し
た
判
例
は
見
当
た
ら
な
い
。）」
と
判
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
判
昭
和
三
一
年
の
判
例
性
自
体
を
疑

う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
松
宮
孝
昭
編
『
判
例
刑
法
演
習
』
三
二
一
│
三
二
二
頁
〔
松
宮
孝
昭
〕（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
24
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
六
九
頁
参
照
。

（
25
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
七
一
頁
参
照
。

（
26
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
七
二
頁
参
照
。

（
27
） 

両
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
法
禁
物
・
盗
品
の
窃
盗
に
つ
い
て
は
、
本
権
説
か
ら
も
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
占
有
説
か

ら
窃
盗
罪
を
認
め
た
と
し
て
も
、
理
由
付
け
の
差
異
に
留
ま
る
の
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
の
侵
害
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
28
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
七
七
│
二
七
八
頁
。

（
29
） 

最
高
裁
判
所
裁
判
事
務
処
理
規
則
九
条
六
項
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
裁
判
所
法
逐
条
解
説
上
巻
』
九
一
│
九
二
頁
（
法
曹
会
、

一
九
六
七
年
）
参
照
。

（
30
） 

判
例
の
不
遡
及
的
変
更
を
支
持
す
る
見
解
の
多
く
は
、
問
題
と
な
る
判
例
を
最
高
裁
判
例
に
限
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
村
井
・
前
掲
注（
3
）

四
九
頁
参
照
。

（
31
） 

下
級
審
判
決
に
は
、
性
的
意
図
を
不
要
と
す
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
が
（
神
戸
地
判
平
成
二
八
・
三
・
一
八
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）、
現
在

で
も
な
お
、
性
的
意
図
を
認
定
し
て
強
制
わ
い
せ
つ
罪
を
認
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
例
え
ば
、
大
分
地
判
平
成
二
五
・
六
・
四
裁
判
所
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
参
照
）。
性
的
意
図
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
例
の
状
況
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
。

判
例
・
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
亮
吉
「
判
評
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
七
版
〕』
三
〇
│
三
一
頁
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
32
） 

船
山
泰
範
「
刑
事
司
法
の
制
度
的
限
界
と
克
服
」
広
瀬
健
二
・
多
田
辰
也
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
（
下
）』
七
九
九
頁
（
信
山
社
、

二
〇
〇
三
年
）。

九
八
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